
 

 

通所介護さくら 介護予防・日常生活支援総合事業 

重要事項説明書 
 

 

あなたに対する通所介護サービス提供にあたり、介護保険法に関する厚生省令に基づいて、当事

業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１、事業者の理念 

私達は、地域から愛され選ばれる病院を目指します。 

 

２、事業者の基本方針 

・患者様の権利を尊重し、思いやりのある医療・介護サービスを提供します。 

・地域医療の発展に貢献し、住民の健康増進に寄与します。 

・職員は向上心を持って研鑽に努め、自己の成長と医療技術の向上を図ります。 

・安全で清潔、快適な療養環境・職場環境の維持に努めます。 

・良質な医療を提供し続けるために、効率的で健全な病院経営に努めます。 

 

３、事業者の概要 

事業者の名称 医療法人社団一志会  

主たる事業所の所在地 富山県黒部市荻生８２１番地 

法人種別 医療法人 

代表者の氏名 池田 一郎 

電話番号 ０７６５－５４－５４００ 

 

４、利用事業所と設備 

利用事業所の名称 通所介護事業所「さくら」 

所在地 富山県黒部市荻生８２１番地 

都道府県知事許可番号 １６７０７００２８３ 

利用定員 ２５名 

管理者の氏名 栗沢 佐知子 

電話番号（ＦＡＸ番号） ０７６５－５４－２２０１（０７６５－５４－２２０２） 

施設概要 食堂兼機能訓練室 154.3 ㎥ 静養ｽﾍﾟｰｽ 16.3 ㎥ 相談室 4.2 ㎥ 

浴室 一般浴槽 

送迎車両 ３台 

 

 

 

 

 



５、利用施設であわせて実施する事業 

事業の種類 
都道府県知事の指定 

利用定員 
指定年月日 指定番号 

介護医療院 平成３０年１０月１日 １６Ｂ０７０００１１ ２９名 

短期入所療養介護 平成３０年１０月１日 １６Ｂ０７０００１１ 
空床利用 

介護予防短期入所療養介護 平成３０年１０月１日 １６Ｂ０７０００１１ 

通所リハビリテーション 平成１５年１２月１日 １６１０７１０５５８ 
４０名 

介護予防通所リハビリテーション 平成１８年１２月１日 １６１０７１０５５８ 

認知症対応型通所介護 平成１９年４月１日 １６９０７０００１６ 
１２名 

介護予防認知症対応型通所介護 平成１９年４月１日 １６９０７０００１６ 

訪問リハビリテーション 平成１５年４月１日 １６１０７１０５５８ 
－ 

介護予防訪問リハビリテーション 平成１５年４月１日 １６１０７１０５５８ 

居宅介護支援 平成１５年４月１日 １６７０７００１９２ － 

 

６、事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

通所介護（介護予防・日常生活支援総合）事業所「さくら」（以下、当事

業所といいます）は、利用者に対し、介護保険法等関係法令等（以下、「法

令等」といいます）の趣旨にしたがって、利用者の解決すべき課題を把握

し、心身の状態、希望及びその置かれている環境を踏まえて、地域包括支

援センターや指定居宅介護（介護予防）支援事業所等（以下「支援センタ

ー」といいます。）が作成したケアプランに沿ってサービスの実施計画を

作成実施し（以下「介護計画」といいます。）日常生活上の基本動作の維

持・改善の可能性が高い利用者の生活機能の低下を予防することを目的と

しています。又、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の社会的孤立感の解消および心身の機能の維持並びに利用者の

家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。 

運営の方針 

通所介護計画に基づいて、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者

が住み慣れた家庭や地域の中で自立した生活の継続、維持・向上を図れる

よう支援に努める。 

 

７、通常の事業の実施地域 

通常の事業の実施地域は、黒部市、入善町、魚津市とする。だたし、魚津市は介護予防・日常生

活支援総合事業を除く。 

 

 

 

 

 

 



８、サービス提供時間 

サービス提供日 毎週月曜日～土曜日 

サービス提供時間 午前８時３０分～午後４時３０分（営業 午前８時～午後５時） 

サービス休業日 
・日曜日 ・祝祭日（昭和23年法律第178号に規定する休日） 

・お盆（8月14日） ・年末年始（12月30日～1月3日） 

 

９、利用事業所の職員と職務内容（勤務の体制） 

従業者の種類 員数 職務内容 

管理者 

（常勤 8：00～17：00） 
１人 

管理及び運営を掌り、所属職員を指揮監督し、それ

ぞれの部門を統括する。 

機能訓練指導員 

（常勤 8：00～17：00） 
１人以上 

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めに、利用者様の個々の状況に応じたプログラムの

作成及び機能回復訓練の指導を行う。 

看護職員 

（常勤 8：00～17：00） 
１人以上 

利用者様の衛生管理、看護業務及び日常生活全般に

わたる介護業務を行う。 

介護職員 

（常勤 8：00～17：00） 
３人以上 

利用者様の衛生管理、及び日常生活全般にわたる介

護業務を行う。 

生活相談員 

（常勤 8：00～17：00） 
１人以上 

利用者様及びご家族の日常生活上の相談に応じ、適

宜生活支援を行う。 

歯科衛生士 

（非常勤 9：00～13：00） 
１人以上 利用者様の口腔ケアの指導を行う。 

 

１０、秘密の保持について 

当事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者様およびそ

の家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

また、従業員が退職後も在籍中に知り得た利用者様ならびにご家族の秘密を漏らすことがな

いよう必要な措置を講じます。 

 

１１、非常災害時の対策 

非常時の対応 
別途定める「デイサービスさくら・わかば消防計画」に則り、対

応を行います。 

平常時の訓練 
別途定める「デイサービスさくら・わかば消防計画」に則り、年

２回、避難訓練を実施します。 

防災設備 

当事業所は防災設備として以下のものを常設しています。 

・自動火災報知設備 ・消火器 ・誘導灯 

防火管理者が常に点検し、不備欠陥箇所があれば改修するよう努

めます。 

消防計画等 
黒部消防署への届出日：平成１８年１１月１４日 

防火管理者：樋口克宏 防災責任者：栗沢佐知子 

 



１２、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

（１）利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)及び担当者相談、意見要望苦情に対する

常設の窓口として担当者を下記のとおり配置します。また、担当者が不在の時には、基本的な事項について

誰でも対応できるようにすると共に、担当者に必ず引き継ぎ、意見要望苦情に対する早期改善、是正措置を

講ずるよう配慮します。 

苦情相談担当者：事務局長   樋口 克宏（ひぐち かつひろ） 

相談援助担当者：管理者    栗沢 佐知子（くりさわ さちこ） 

苦情・相談対応時間：月曜～金曜 ８時～１７時   

電話：０７６５－５４－５４００ MAIL：ikeda-reha@po4.nsk.ne.jp 

（２）円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順 

・苦情を受けた場合は速やかに申立者と連絡を取り、直接事情を伺い、意見要望苦情内容の確認をします。 

・担当者は、意見要望や苦情内容を管理者に報告します。 

・管理者は、担当者や職員を加え、意見要望・苦情処理に向けた検討会議を開催します。 

・検討会議の結果をもとに処理結果をまとめ、管理者は具体的な対応を指示します。 

・意見要望苦情の処理結果を記録し、再発防止に努めます。 

・申立者からの意見要望苦情に関して国民健康保険団体連合会や各市町村担当部門が行う調査に協力し、ま

た、それら関連機関による指導・助言に従って必要な改善を行います。 

（３）その他 

・平素より申立者からの苦情を受けないように充実したサービス提供を心がけます。 

・事業所内の会議でも、意見要望・苦情報告を行い、情報の共有を行います。 

・意見要望苦情を言いやすいように、スタッフも利用者、家族に話しかけ、挨拶を日頃から行っていきます。 

 

苦情における事業所外の受付は以下の保険者もしくは市町村までお申し付けください。 

 

●富山県国民健康保険団体連合会苦情相談窓口 

住所：富山県富山市下野９９５－３      電話：０７６－４３１－９８３３ 

●富山県福祉サービス運営適正化委員会 

住所：富山市安住町５番２１号 福祉会館２階 電話：０７６－４３２－３２８０ 

●新川地域介護保険組合・ケーブルテレビ事業組合 

住所：富山県黒部市北新１９９        電話：０７６５－５７－３３０３ 

●黒部市役所福祉課 

住所：富山県黒部市三日市１３０１      電話：０７６５－５４－２１１１ 

●魚津市役所社会福祉課介護保険係 

住所：富山県魚津市釈迦堂１－１０－１    電話：０７６５－２３－１１４８ 

●入善町役場保険福祉課 

住所：富山県下新川郡入善町入膳４２３    電話：０７６５－７２－１１００ 



１３、事故発生時の対応について 

通所介護（介護予防・日常生活総合事業）サービスの提供によって事故が発生した場合及び当事

業所の作成したケアプランにより提供を受けたサービスによって事故が発生した場合は、速やか

に下記の連絡を取り対応します。 

また、当事業所の責めに帰すべき事由によって損害が発生した場合は、事実確認のうえで速やか

に損害賠償を検討いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人社団一志会 池田リハビリテーション病院 

通所介護事業所さくら 

TEL：0765-54-2201 

①サービス提供時に事故発生 

②ケアプランを作成した地域包括支援センター・

居宅介護支援事業者や介護支援専門員に連絡 

管理者  栗沢 佐知子 

TEL：0765-54-2201 

‘①利用者宅訪問時に事故発生 

利用者の家族等 保険者 

③家族等

へ連絡 
④市町村や 

保険者へ連絡 

 

救急車・病院・主治医等 

＊緊急の場合は 

すぐに連絡 

＜保険者＞ 

富山県国保連合会 

TEL：076-431-9833 

新川地域介護保険組合 

TEL：0765-57-3303 

黒部市役所福祉課 

TEL：0765-54-2111 

魚津市役所社会福祉課 

TEL：0765-23-1148 

入善町役場保険福祉係 

TEL：0765-72-1100 

黒部市民病院 

TEL：0765-54-2211 

新川地域消防本部・黒部消防署 

TEL：0765-54-0119 

池田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 

TEL：0765-54-5400 



１４、虐待防止に関する事項について 

利用者様の支援や援助、介助にあたる職員は、利用者様に対し身体的・心理的・経済的・性的虐

待および介護における放棄放任を行いません。また、人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置

を講じます。 

・虐待を防止するために、定期的に職員研修を実施します。 

・虐待防止に関する担当窓口の設置および対応措置を講じます。 

・利用者様及びそのご家族からの苦情対応体制の整備をします。 

・介護相談員の受け入れを行います。 

・職員の虐待防止のために、院内啓蒙活動を行います。 

・虐待を発見した時は速やかに市町村窓口に通報します。 

＜虐待担当窓口＞ 

虐待防止相談担当者： 通所介護管理者 栗沢佐知子（くりさわさちこ） 

法人相談担当者  ： 法人事務局長  樋口克宏（ひぐちかつひろ） 

相談・通報窓口対応時間： 月曜～土曜 ８時～１７時  

電話：０７６５－５４－２２０１ 

＜虐待発見時の通報先＞ 

黒部市福祉課（黒部市障害者虐待防止センター） 

０７６５－５４－２１１１（代表・24時間対応） 

 

１５、ハラスメント対策について  

当事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指しま

す。利用者様およびそのご家族が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷

等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為については、事実確認の上、改善を求め、そ

れでも解消されない場合は契約を解除する場合があります。 

 

１６、第三者による評価の実施状況 

当事業所は第三者評価を実施しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【サービス内容説明書】 

 

１．介護保険被保険者証の確認 

お申し込みに当たり、利用希望者の介護保険被保険者証・介護保険負担割合証を確認させて

頂きます。 

 

２．通所介護（介護予防・日常生活支援総合事業）事業所「さくら」の概要 

通所介護事業所「さくら」は、要介護者が家庭などでの生活を継続させるために立案された

居宅サービス計画に基づき、当事業所をご利用いただき、看護職員、機能訓練指導員、歯科

衛生士、管理栄養士等による専門職種が、利用者様の心身の機能の維持回復を図り、利用者

様が住み慣れた家庭や地域の中で自立した生活の継続、維持・向上を図れるよう支援に努め

ます。このサービスを提供するに当たっては、サービス提供にあたる従事者の協議によって

通所介護（介護予防・日常生活支援総合事業）計画が作成されますが、その際、利用者様及

びその家族様の希望を十分に取り入れ、また、計画内容については同意を頂いております。 

 

３．サービス内容 

（１）通所介護計画の立案 

（２）食事（昼食１１時３０分～１３時３０分） 

※キザミ食、ミキサー食など利用者に適した特別な食事も用意しております。 

※献立は、管理栄養士による監修で安心して召し上がって頂きます。 

なお、季節にあった行事食やおやつ等の提供も行っています。 

（３）入浴 

※一般浴槽にて福祉用品を使用して対応します。（利用者様の状態で清拭の場合もあり） 

（４）看護師及び介護士における介護 

※利用者の自立の支援と日常生活を行う上で必要な介護を提供します。 

（５）健康管理 

※当事業所では、看護師や介護士が常時健康管理を行います。 

（６）（個別）機能訓練サービス（当該サービス提供体制にあり、利用者様の選択により） 

（７）口腔機能向上サービス（当該サービス提供にあり、利用者様の選択により） 

（８）相談援助サービス  

※職員に病気・保険・生活等どんな事でも遠慮なくご相談ください。 

（９）送迎サービス（必要に応じ介護員を配置し、ご自宅玄関までお迎えに伺います。） 

 

４．協力機関等 

（１）当事業所では利用者の状態が急変した場合等には、下記医療機関にて速やかに対応い

たします。緊急の場合には「契約証書」にご記入いただいた先に連絡いたします。 

  ＜協力医療機関＞ 

・池田リハビリテーション病院（富山県黒部市荻生８２１） 

・黒部市民病院（富山県黒部市三日市１１０８－１） 

（２）通院等における診療報酬の請求方法が一般患者様とは異なります。 

 



５．利用料金 

介護保険制度では、要介護認定による要介護度によって利用料金が異なります。 

所得及び収入によって、利用金額の負担金が１割から３割となります。 

（１）基本料金 通常規模型通所介護費 

要介護度 利用料金 自己負担１割 自己負担２割 自己負担３割 

（一）３時間以上４時間未満 

要介護１ ３，７００円／日 ３７０円／日 ７４０円／日 １，１１０円／日 

要介護２ ４，２３０円／日 ４２３円／日 ８４６円／日 １，２６９円／日 

要介護３ ４，７９０円／日 ４７９円／日 ９５８円／日 １，４３７円／日 

要介護４ ５，３３０円／日 ５３３円／日 １，０６６円／日 １，５９９円／日 

要介護５ ５，８８０円／日 ５８８円／日 １，１７６円／日 １，７６４円／日 

（二）４時間以上５時間未満 

要介護１ ３，８８０円／日 ３８８円／日 ７７６円／日 １，１６４円／日 

要介護２ ４，４４０円／日 ４４４円／日 ８８８円／日 １，３３２円／日 

要介護３ ５，０２０円／日 ５０２円／日 １，００４円／日 １，５０６円／日 

要介護４ ５，６００円／日 ５６０円／日 １，１２０円／日 １，６８０円／日 

要介護５ ６，１７０円／日 ６１７円／日 １，２３４円／日 １，８５１円／日 

（三）５時間以上６時間未満 

要介護１ ５，７００円／日 ５７０円／日 １，１４０円／日 １，７１０円／日 

要介護２ ６，７３０円／日 ６７３円／日 １，３４６円／日 ２，０１９円／日 

要介護３ ７，７７０円／日 ７７７円／日 １，５５４円／日 ２，３３１円／日 

要介護４ ８，８００円／日 ８８０円／日 １，７６０円／日 ２，６４０円／日 

要介護５ ９，８４０円／日 ９８４円／日 １，９６８円／日 ２，９５２円／日 

（四）６時間以上７時間未満 

要介護１ ５，８４０円／日 ５８４円／日 １，１６８円／日 １，７５２円／日 

要介護２ ６，８９０円／日 ６８９円／日 １，３７８円／日 ２，０６７円／日 

要介護３ ７，９６０円／日 ７９６円／日 １，５９２円／日 ２，３８８円／日 

要介護４ ９，０１０円／日 ９０１円／日 １，８０２円／日 ２，７０３円／日 

要介護５ １０，０８０円／日 １，００８円／日 ２，０１６円／日 ３，０２４円／日 

（五）７時間以上８時間未満 

要介護１ ６，５８０円／日 ６５８円／日 １，３１６円／日 １，９７４円／日 

要介護２ ７，７７０円／日 ７７７円／日 １，５５４円／日 ２，３３１円／日 

要介護３ ９，０００円／日 ９００円／日 １，８００円／日 ２，７００円／日 

要介護４ １０，２３０円／日 １，０２３円／日 ２，０４６円／日 ３，０６９円／日 

要介護５ １１，４８０円／日 １，１４８円／日 ２，２９６円／日 ３，４４４円／日 

介護予防・日常生活支援総合事業対象者 ※要支援認定を受けていない者を含む 

（介護保険制度では、要支援認定による要支援の程度によって利用料金が異なり、月額になっています。） 

要支援１ １７，９８０円／月 １，７９８円／月 ３，５９６円／月 ５，３９４円／月 

要支援２ ３６，２１０円／月 ３，６２１円／月 ７，２４２円／月 １０，８６３円／月 

要支援１ 日割額 ５９円／日 １１８円／日 １７７円／日 



要支援２ 日割額 １１９円／日 ２３８円／日 ３５７円／日 

※感染症又は災害の発生を理由に利用者数の減少が生じ条件を満たす場合、救済措置として

３ヶ月に限り、３／１００の加算が発生します。 

（２）加算料金 

①要介護１～要介護５の利用者 

加算 加算料金 自己負担１割 自己負担２割 自己負担３割 

○入浴介助加算 

 ４００円／日 ４０円／日 ８０円／日 １２０円／日 

○個別機能訓練加算Ⅰ（リハビリ専門職が機能訓練を実施した場合） 

 ５６０円／日 ５６円／日 １１２円／日 １６８円／日 

○口腔・栄養スクリーニング加算（６月に１回を限度・口腔及び栄養状態について確認を行い、情報を担当ケ

アマネジャーと共有した場合） ※Ⅱは口腔機能向上サービスを算定した場合 

（Ⅰ） ２００円／回 ２０円／回 ４０円／回 ６０円／回 

（Ⅱ） ５０円／回 ５円／回 １０円／回 １５円／回 

○口腔機能向上サービス（３月以内の期限に限り１月に２回を限度・口腔機能の向上を目的として個別的に実

施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能の訓練） ※Ⅱは科学的介護推進体制加算を算定

した場合 

（Ⅰ） １，５００円／日 １５０円／日 ３００円／日 ４５０円／日 

（Ⅱ） １，６００円／日 １６０円／日 ３２０円／日 ４８０円／日 

○サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ※ご利用いただくすべてのご利用者に対して加算されます。 

 ２２０円／日 ２２円／日 ４４円／日 ６６円／日 

○介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ ※ご利用いただくすべてのご利用者に対して加算されます。 

１月につき（基本料金＋加算料金＋減算料金）×１２０／１０００ 

②日常生活支援総合事業・要支援１・２の利用者（選択型サービス） 

加算 加算料金 自己負担１割 自己負担２割 自己負担３割 

○口腔機能向上サービス（口腔機能の向上を目的として個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は

摂食・嚥下機能の訓練） 

 １，５００円／月 １５０円／月 ３００円／月 ４５０円／月 

○一体的サービス提供加算（栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施しており、いずれかのサービ

スを行う日を一月につき２回以上もうけており、かつ栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定していない） 

 ４，８００円／月 ４８０円／月 ９６０円／月 １，４４０円／月 

○口腔・栄養スクリーニング加算（６月に１回を限度・口腔及び栄養状態について確認を行い、情報を担当ケ

アマネジャーと共有した場合） 

 ２００円／回 ２０円／回 ４０円／回 ６０円／回 

○サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ※ご利用いただくすべてのご利用者に対して加算されます。 

要支援１ ８８０円／月 ８８円／月 １７６円／月 ２６４円／月 

要支援２ １，７６０円／月 １７６円／月 ３５２円／月 ５２８円／月 

○介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ ※ご利用いただくすべてのご利用者に対して加算されます。 

１月につき（基本料金＋加算料金＋減算料金）×１２０／１０００ 

 



（３）減算料金 

加算 減算料金 自己負担１割 自己負担２割 自己負担３割 

○利用者の数が利用定員（２５名）を超える場合（日常生活支援総合事業も対象） 

基本料金×７０／１００ 

○看護・介護職員の員数が基準に満たない場合（日常生活支援総合事業も対象） 

基本料金×７０／１００ 

○２時間以上３時間未満の通所介護を行う場合 

基本料金×７０／１００ 

○高齢者虐待防止措置未実施減算 

基本料金×１／１００ 

介護予防・日常生活支援は要支援1が１８円／月、要支援２が３６円／月減算（１割負担の場合） 

＊日割りの場合１日１円の減算 

○事業継続計画未策定減算 

基本料金×１／１００ 

介護予防日常生活支援は要支援1が１８円／月、要支援２が３６円／月減算（１割負担の場合） 

＊日割りの場合１日１円の減算 

○要介護および要支援の利用者に対して、送迎を行わなかった場合 （片道につき） 

 －４７０円／日 －４７円／日 －９４円／日 －１４１円／日 

（４）その他の料金（利用者様の自己負担によるもの） 

①食費（食材料費＋調理コスト）  ７６０円／日 

②食費（おやつなし）       ７００円／日 

※休みの連絡がない場合や、来所後１０時３０分以降にキャンセルをされる場合は、食材料

費として５３０円徴収させて頂きます。 

 

◎総合事業サービス対象でも、介護保険料の滞納等により、事業給付金が直接当事業所に支

払われない場合があります。その場合は一旦、月額利用料金全額をご利用者から頂いた上

で、サービス提供証明書を発行致します。 

 サービス提供証明書を後日、黒部市もしくは新川地域介護組合の窓口に提出しますと、差

額の払い戻しを受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．利用時に必要な持ち物 

（１）書類／介護保険被保険者証・健康保険被保険者証・介護保険負担割合証 

身体障害者手帳（該当される方） 

（２）着衣等／着替え・タオル（２枚程度）・バスタオル（１枚程度） 

薬（必要な方のみ）・オムツ（必要な方のみ） 

（３）注意事項／着衣や身の回り品には、氏名を必ずご記入下さい。 

なるべく余分な品物をお持ちにならないようにして下さい。 

必要以外の現金や貴重品は所持なさらないようにして下さい。 

 

７．緊急時の連絡 

来所後の熱発や体調不良、転倒等ご家族のお迎えが必要となる場合があります。その場合は

速やかに来所していただきますようお願い致します。（緊急連絡者や保証人に変更が生じた

場合は、速やかに申出をお願い致します。） 


